
付図 3.事故、事件、災害発生時の報告連絡体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区所轄警察署及び消防署 

事故、災害等の発生 

運行乗務員 

該当営業所当直者(夜間) 

三和交通株式会社 

東京営業所 

横浜営業所 

八王子営業所 

運行管理者及び 

整備管理者 

安全統括管理者 

各地区所轄労働基準監督署 

社 長 

所属営業所 

課長 
各地区医療機関 

所属営業所 

次長 

所属営業所 

所長又は担当役員 

各地区無線センター 

室長・配車係 

各地区運輸支局、整備課 

 
速報基準 

・転落、転覆、火災を起こし、

または踏み切りにおいて鉄

道車両と衝突もしくは接触

したもの。 

・死傷者または重傷者を生じ

たもの。 

※安全統括管理者が不在の場合

各地区所属長が、その責務を

代行する。 

報告連絡 

指揮命令 


